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規 則
奈良市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成27年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第62号

奈良市介護保険規則の一部を改正する規則
奈良市介護保険規則（平成12年奈良市規則第30号）の一
部を次のように改正する。
第９条中第16号を第17号とし、第５号から第15号までを
１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。
⑸ 介護保険基準収入額適用申請書（法第51条第１項及
び法第61条第１項） 別記第18号様式の２
別記第18号様式の次に次の１様式を加える。
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第18号様式の２（第９条関係）
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別記第20号様式（その１）を次のように改める。
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第20号様式（第９条関係）
（その１）
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附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成27年８月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市介護保険規則の規定に基づき作成されている用紙は、
当分の間、必要な調整をして使用することができる。
３ この規則による改正後の奈良市介護保険規則別記第18
号様式の２及び第20号様式は、この規則の施行の日前に
おいても使用することができる。

（平成27年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細
則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成27年６月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第63号

奈良市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施
行細則の一部を改正する規則

奈良市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細
則（平成15年奈良市規則第22号）の一部を次のように改正
する。
題名を次のように改める。
奈良市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律施行細則

第１条中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（
」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法
律（」に、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施
行令」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律施行令」に、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す
る法律施行規則」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適
正化に関する法律施行規則」に改める。
別記第１号様式から第６号様式までの規定中「（あて先

）」を「（宛先）」に、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す
る法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律」に改める。
別記第７号様式及び第８号様式中「（あて先）」を「（宛
先）」に、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行
規則」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律施行規則」に改める。
別記第９号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、「鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及
び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則
の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要
な調整をして使用することができる。

（平成27年６月22日掲示済）

告 示
奈良市告示第444号
次の書類は、その送達を受けるべき者の居所等が不明の
ため送達できないので、地方税法（昭和25年法律第226号
）第20条の２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12
号）第６条の規定に基づき、公示送達する。
なお、当該書類は財務部税務室資産税課で保管し、送達
を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。
平成27年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達すべき書類の名称

平成27年度固定資産税・都市計画税納税通知書
２ 送達すべき書類の発送年月日

平成27年４月10日
３ 送達を受けるべき者
以下省略

（平成27年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第445号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成27年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 事業名称
学力向上事業用タブレット端末等の賃貸借
⑵ 調達する機器
•タブレット端末、周辺機器及びソフトウェア 一式
•タブレット端末充電収納庫 一式
•無線ＬＡＮアクセスポイント関連機器 一式
•サーバー機器 一式
•設置周辺機器等 一式
•資産管理システム 一式
•協働学習支援システム 一式
•教材システム 一式
⑶ 展開スケジュールの調整
展開スケジュールの作成・調整
⑷ 機器の設計作業
タブレット端末及びソフトウェア、サーバー機器及び
ソフトウェア、無線ＬＡＮ及び関連ネットワーク、資産
管理システム、協働学習支援システムの設計及び設定等
⑸ 機器等の設置作業
機器等の設置作業（配線・ネットワーク接続作業含む。
）、機器設置後の動作確認
⑹ 校内ＬＡＮ整備
⑺ 導入支援及び運用支援
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•機器管理支援
•機器操作支援
•研修等の実施
•授業における利用支援及び補助
⑻ 保守・サポート
機器等の保守及びサポート

⑼ 納入条件
成果物作成等

⑽ 保険
⑾ その他
以下省略

（平成27年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第446号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成27年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 事業名称
教育用タブレット端末等の賃貸借

⑵ 調達する機器
•タブレット端末、周辺機器及びソフトウェア 一式
•教員用コンピューター 一式
•タブレット端末充電収納庫 一式
•無線ＬＡＮアクセスポイント関連機器 一式
•パソコン教室設置周辺機器 一式
•資産管理システム 一式
•授業支援システム 一式
•協働学習支援システム 一式

⑶ 展開スケジュールの調整
展開スケジュールの作成・調整
⑷ タブレット端末等の設計設定作業
タブレット端末、教員用コンピューター、無線ＬＡＮ
及び関連ネットワーク、授業支援システム、資産管理シ
ステム、協働学習支援システム、教材開発システムの設
計及び設定等
⑸ 機器等の設置作業
機器等の設置作業（配線・ネットワーク接続作業含む。
）、機器設置後の動作確認
⑹ 校内ＬＡＮ整備
⑺ 導入支援及び運用支援
•機器管理支援
•機器操作支援
•授業における利用支援及び補助
⑻ 保守・サポート
機器等の保守及びサポート
⑼ 納入条件
成果物作成等
⑽ 保険
⑾ その他
以下省略

（平成27年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第447号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第64条に基づき、指定自
立支援医療機関の指定に係る事項に変更があったので、告
示します。
平成27年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 号外第１号
平成28年７月１日
（金 曜 日）

医療機関名 開設者氏名 所在地 既に指定を受けている医療の種類 主として担当する
医師の氏名

市立奈良病院 奈良市長
仲川 元庸

奈良市東紀寺町一丁目
50番１号

ヒト免疫不全ウィルスによる
免疫機能障害 佐藤 公俊

（平成27年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第448号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市

身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。
平成27年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成27年６月８日 佐藤 公俊 市立奈良病院 奈良市東紀寺町一丁目
50番１号

感染制御内科
（ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能障害）

（平成27年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第449号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１

項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。
平成27年６月16日



（平成27年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第450号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成27年６月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 無線ＬＡＮ機器導入事業の概要
現在、本市の行政系ネットワークは情報系（内部事務
系）ネットワーク、基幹系（住民情報系）ネットワーク
の２系統が存在し、有線ＬＡＮでネットワーク回線を構
成し運用を行ってきた。しかしながら、情報システムの
運用範囲の拡大や度重なる組織改変に伴い以下のような
負担が大きくなってきた。
•組織改変や人事異動時のフロア・事務室内のＬＡＮ
配線変更時の工事費が増大している。

•ＬＡＮ配線が机下で複雑に絡み合い、変更対応に多
大な工数・時間を要する。

•誤配線によるループや、床下に配したネットワーク
機器の回線遮断の危険性がある。

これらの課題を解消するために、今回、本庁舎内の情
報ネットワークを無線ＬＡＮ化することとし、一般競争
入札を実施する。
なお、今回の事業範囲は本庁舎内の情報系ネットワー

クのみとし、機器調達費用を最小化したうえで情報ネッ
トワークの運用コスト節減を図る。
２ 本一般競争入札に係る事業内容
⑴ 事業範囲
ア 調達
機器（ソフトウェアライセンス含む。）等の賃貸
借

イ 設計
作業計画、移行設計、システム設計、運用設計

ウ 設置
機器等の設置、ネットワーク接続

エ 設定

サーバ設定、パソコン設定（展開スケジュール等
調整作業含む。）
オ 運用保守

ハードウェア・ソフトウェア保守
⑵ 本稼動の予定

平成27年11月１日
※展開スケジュール概要（別添３工程表）
平成27年９月中旬に、北棟２Ｆフロアを実施（テ
スト準備期間中）
平成27年11月１日までに、その他フロアを実施

⑶ 実施場所
ア 機器設定場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所本庁舎

イ 端末設置場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所本庁舎

⑷ 無線ＬＡＮ機器導入事業に係る仕様
詳細な仕様は、別添１「入札仕様書」のとおり

３ 契約方法
⑴ 契約名

無線ＬＡＮ機器等の賃貸借
⑵ 賃貸借期間

平成27年11月１日～平成32年10月31日（60箇月分）
（地方自治法第234条の３の規定に基づく長期継続
契約）
※平成27年９月中旬～10月31日まではテスト準備期
間中

以下省略
（平成27年６月17日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第451号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の
とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成27年６月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈良市長 仲 川 元 庸

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成27年６月12日 池永 稔
医療法人康仁会
西の京病院

奈良市六条町102－１
整形外科

（肢体不自由）

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者

名称 主たる事務所の所在地



（平成27年６月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第452号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成27年６月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成27年６月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第453号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成27年６月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成27年６月18日

３ 移動対象区域
近鉄奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。
⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成27年６月19日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第454号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
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奈 良 市 公 報 号外第１号
平成28年７月１日
（金 曜 日）

ショーワ薬局 あやめ池東
店

奈良県奈良市あやめ池北
三丁目１－32 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導
平成27年２月１日

井上 雅広 奈良県大和郡山市豊浦町
67

オレンジ薬局 近鉄奈良店 奈良県奈良市東向北町３
番地 木平ビル１階 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導
平成27年３月１日

株式会社 プチファーマシ
スト

大阪府大阪市北区芝田２
－８－10 光栄ビル１階

きょうこころのクリニック
奈良県奈良市西大寺南町
17－３ カーサ・ウェル
ネス２階

居宅 訪問看護
居宅 訪問リハビリテーション
居宅 居宅療養管理指導
居宅 通所リハビリテーション
介護予防 訪問看護
介護予防 訪問リハビリテーション
介護予防 居宅療養管理指導
介護予防 通所リハビリテーション

平成27年３月１日

医療法人 きょう
奈良県奈良市西大寺南町
17－３ カーサ・ウェル
ネス２階

ひらおか内科クリニック 奈良県奈良市あやめ池南
六丁目３－36 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導
平成27年５月１日

医療法人ひらおか内科クリ
ニック

奈良県奈良市あやめ池南
六丁目３－36



なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成27年６月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成27年３月25日 奈良市指令都整開 第14Ａ－39号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成27年６月19日 第1471号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市佐紀町2786番３の一部

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市二条町一丁目３番27号
戸尾 之子

（平成27年６月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第455号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成27年６月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成27年６月21日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成27年６月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第456号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成27年６月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成27年６月23日

３ 移動対象区域
近鉄奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成27年６月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第457号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第131条の規定に基

づく配当計算書については、その送達を受けるべき者の住
所等が不明のため送達することができないので、地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定により、
次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成27年６月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

配当計算書
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成27年６月24日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第458号
次の書類は、その送達を受けるべき者の居所等が不明の
ため送達できないので、地方税法（昭和25年法律第226号
）第20条の２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12
号）第６条の規定に基づき、公示送達する。
なお、当該書類は財務部税務室資産税課で保管し、送達
を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。
平成27年６月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達すべき書類の名称

平成27年度固定資産税・都市計画税納税通知書
２ 送達すべき書類の発送年月日

平成27年４月10日
３ 送達を受けるべき者

省略
（平成27年６月24日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第459号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成27年６月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成27年６月25日
３ 移動対象区域

近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及び近鉄平
城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成27年６月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第460号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
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号）第３条第３項第３号の規定により、次のとおり住居番
号を廃止したので、同条第４項の規定により告示します。
平成27年６月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のとおり省略

（平成27年６月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第461号
地方税法（昭和25年法律第226号）第13条の２第１項第
１号の規定に基づく納期限変更告知書については、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、同法第20条の２第１項の規定により、次のと
おり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成27年６月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
納期限変更告知書

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成27年６月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第462号
地方税法（昭和25年法律第226号）第13条の２第１項第
１号の規定に基づく納期限変更告知書については、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、同法第20条の２第１項の規定により、次のと
おり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成27年６月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

納期限変更告知書
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成27年６月26日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第463号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定
介護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
平成27年６月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 号外第１号
平成28年７月１日
（金 曜 日）

指定介護機関
開設者 変更年月日

名称 所在地

旧 有限会社 あんしん 奈良県奈良市あやめ池北一丁目５番５号 有限会社 あんしん
平成27年６月１日

新 有限会社 あんしん 奈良県奈良市中山町1250番地の７ 有限会社 あんしん

旧 シニア倶楽部 奈良県奈良市南京終町19番地の１ 社会福祉法人楽慈会
平成27年６月１日

新 シニア青春倶楽部 奈良県奈良市南京終町19番地の１ 社会福祉法人楽慈会

（平成27年６月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第464号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良

市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成27年６月29日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項

項 目 概 要

業務名称 平成27年国勢調査用品の配送等業務

業務内容 平成27年国勢調査に係る調査用品の保管、仕分け、梱包及び配送業務。詳細は、別紙「平成27年国勢
調査用品の配送等業務仕様書」のとおり。

業務期間 契約締結日から平成27年９月７日（月）まで

業務場所 調査用品の保管、仕分け、梱包作業については、用品を厳重に管理できるように施錠等が行える場所

配 送 先 奈良市が指定する国勢調査員の自宅（ほとんどが奈良市内）

業務数量 調査用品の種類は、24種類
配送は、約2,900件（ただし、調査員数は調整中であるため、若干の変更が生ずる）

契約の種類 配送１件あたりの単価契約



以下省略
（平成27年６月29日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第465号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成27年６月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成27年６月29日

３ 移動対象区域
近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺、近鉄あやめ池駅
周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅周辺自転車等
放置禁止区域
以下省略

（平成27年６月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第466号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。
平成27年６月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 処分の根拠
移動日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成27年６月30日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成26年12月１日、同月２日、同月４日、同月７日、

同月９日、同月11日、同月16日、同月17日及び同月19日
（平成27年６月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第467号
奈良市精神障害者医療費助成金交付要綱を次のように定
める。
平成27年６月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市精神障害者医療費助成金交付要綱

奈良市精神障害者通院医療費助成金交付要綱（平成18年
奈良市告示第198号）の全部を改正する。
目次

第１章 総則（第１条－第３条）
第２章 一般精神障害者医療費助成事業（第４条－第14

条）
第３章 後期高齢者精神障害者医療費助成事業（第15条

－第24条）
第４章 精神通院精神障害者医療費助成事業（第25条－

第30条）
第５章 雑則（第31条－第36条）
附則

第１章 総則
（目的）
第１条 この要綱は、精神障害者に対し医療費の一部を助
成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を
図ることを目的とする。
（事業内容）
第２条 この要綱により行われる事業は、次に掲げる事業
とする。
⑴ 一般精神障害者医療費助成事業
⑵ 後期高齢者精神障害者医療費助成事業
⑶ 精神通院精神障害者医療費助成事業
（定義）
第３条 この要綱において「社会保険各法」とは、次に掲
げる法律をいう。
⑴ 健康保険法（大正11年法律第70号）
⑵ 船員保険法（昭和14年法律第73号）
⑶ 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）
⑷ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）
⑶ 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）
２ この要綱において「助成金」とは、前条各号に掲げる
事業による医療費に係る助成金をいう。
３ この要綱において「医療機関等」とは、病院、診療所、
薬局その他医療機関をいう。

第２章 一般精神障害者医療費助成事業
（助成要件）
第４条 第２条第１号に掲げる事業（以下「一般事業」と
いう。）により医療費の助成を受けることができる者は、
次の各号のいずれにも該当する者（生活保護法（昭和25
年法律第144号）又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）の適用
を受けて医療が行われた者を除く。）で、かつ、国民健
康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による被保険
者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加
入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。
⑴ 市内に住所を有する者（病院又は診療所（以下「病
院等」という。）に入院し、当該病院等の所在する場
所に住所を変更したことにより、本市以外の市町村か
ら当該病院等に入院をする際に本市に住所を変更した
と認められる者を除く。）

⑵ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25
年法律第123号）第45条第２項の規定により精神障害
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者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が１級で
ある者
（住所地特例）
第５条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所
在する場所に住所を変更したと認められる者であって、
当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと
認められるもの（本市以外の市町村に所在する病院等に
入院した者に限る。）は、前条第１号に規定する本市内
に住所を有する者とみなす。ただし、２以上の病院等に
継続して入院をしている者については、国民健康保険法
第116条の２第２項の例による。
（適用除外）
第６条 第４条の規定にかかわらず、次の各号のいずれか
に該当する者は、一般事業による医療費の助成を受ける
ことができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、
この限りでない。
⑴ 奈良市子ども医療費の助成に関する条例（昭和48年
奈良市条例第３号）により医療費の助成を受けること
ができる者（同条例第１条の２第３号に規定する就学
児であって、外来療養に係る助成を受けているものを
除く。）
⑵ 奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（
昭和48年奈良市条例第４号）により医療費の助成を受
けることができる者

⑶ 奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和
47年奈良市条例第12号）により医療費の助成を受ける
ことができる者

（助成の範囲）
第７条 一般事業による医療費の助成は、対象者（第４条
の規定に該当する者（前条の規定により助成を受けるこ
とができないこととされた者を除く。）をいう。以下こ
の章において「対象者」という。）の疾病又は負傷につ
いて、国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規
定により医療に関する給付が行われた場合における医療
費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自
己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する
助成金を対象者に支給して行うものとする。
⑴ 健康保険法第85条第２項に規定する食事療養標準負
担額及び同法第85条の２第２項に規定する生活療養標
準負担額に相当する額

⑵ 法令の規定による払戻額その他これに相当するもの
が支給されている場合は、その額に相当する額

⑶ 医療機関等（保険薬局を除く。）の診療報酬明細書
（訪問看護療養費明細書を含む。）又は医療保険各法
に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14
日以上の入院に係る医療費については、1,000円

（受給資格証の交付申請）
第８条 一般事業による医療費の助成を受けようとする者
は、奈良市一般精神障害者医療費受給資格証交付（更
新）申請書（別記第１号様式。以下この章において「申
請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に申請

しなければならない。
⑴ 国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険
者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、
組合員証若しくは加入者証
⑵ 精神障害者保健福祉手帳
⑶ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総
合支援法」という。）第54条第３項に基づく自立支援
医療受給者証（精神通院）の交付を受けた者にあって
は、当該受給者証

２ 市長は、前項の規定により添えなければならない書類
により証明すべき事実を公簿等によって確認することが
できるときは、当該書類を省略させることができる。
（受給者証の交付）
第９条 申請書を受理した市長は、前条第１項の規定によ
る申請をした者が対象者に該当すると認めるときは精神
障害者医療費受給資格証（別記第２号様式。以下「受給
資格証」という。）を交付するものとし、対象者に該当
しないと認めるときはその理由を付し、奈良市一般精神
障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書（別記第３
号様式）により通知するものとする。
２ 市長は、申請書の提出がない場合においても、対象者
に該当すると認めるときは、受給資格証を交付すること
ができるものとする。
３ 受給資格証の交付を受けた者（以下「受給資格者」と
いう。）は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、
当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。
４ 受給資格者は、医療機関等において医療を受ける際に
受給資格証を提示しなければならない。
（受給資格証の更新申請）
第10条 受給資格証の有効期間は、受給資格証が交付され
た日から精神障害者保健福祉手帳の有効期限までとする。
２ 受給資格者は、受給資格証の更新を受けようとすると
きは、前項に規定する受給資格証の有効期限までに、申
請書に第８条第１項各号に掲げる書類を添えて市長に申
請しなければならない。
３ 第８条第２項及び前条の規定は、前項の規定による受
給資格証の更新申請があった場合について準用する。
（受給資格証の再交付）
第11条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は失った
ときは、奈良市一般精神障害者医療費受給資格証再交付
申請書（別記第４号様式）により市長に再交付を申請す
ることができる。
２ 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、当該
受給資格証を添えなければならない。
３ 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後、失っ
た受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返
納しなければならない。
（支給方法）
第12条 助成金の支給を受けようとする者は、精神障害者
医療費助成金（一般・後期高齢者）交付請求書（別記第
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５号様式。以下「交付請求書」という。）に領収書その
他の自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかと
なるものを添えて、市長に提出しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、受給資格者が奈良県内の医
療機関等で診療を受ける際に受給資格証を提示した場合
において、当該医療機関等から提供される情報に基づき
奈良県国民健康保険団体連合会から市長に当該診療に係
る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項が通知さ
れたときは、受給資格者から市長に前項の規定による請
求書の提出があったものとみなす。
（助成金の交付）
第13条 市長は、前条の規定による請求書の提出があった
場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金
を交付し、不適当と認めるときは精神障害者医療費助成
金（一般・後期高齢者）交付請求却下通知書（別記第６
号様式。以下「却下通知書」という。）により通知する
ものとする。
（届出）
第14条 受給資格者は、氏名、住所、加入医療保険若しく
は口座の変更又は障害等級の変更若しくは資格喪失が
あったときは、受給資格証に一般精神障害者医療費助成
金変更届（別記第７号様式）を添えて速やかに市長に届
け出なければならない。
第３章 後期高齢者精神障害者医療費助成事業

（助成要件）
第15条 第２条第２号に掲げる事業（以下「後期高齢者事
業」という。）により医療費の助成を受けることができ
る者は、次の各号のいずれにも該当する者（生活保護法
又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国
した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
る法律の適用を受けて医療が行われた者を除く。）で、
かつ、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律
第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）第50条に
規定する被保険者（高齢者医療確保法第55条第１項又は
第２項の規定の適用を受ける者を含む。）であるものと
する。
⑴ 本市内に住所を有する者（病院等に入院し、当該病
院等の所在する場所に住所を変更したことにより、本
市以外の市町村から当該病院等に入院をする際に本市
に住所を変更したと認められる者を除く。）

⑵ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第
２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受
け、その障害等級が１級である者

（住所地特例）
第16条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所
在する場所に住所を変更したと認められる者であって、
当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと
認められるもの（本市以外の市町村に所在する病院等に
入院した者に限る。）は、前条第１項第１号に規定する
本市内に住所を有する者とみなす。ただし、２以上の病
院等に継続して入院をしている者については、国民健康

保険法第116条の２第２項の例による。
（適用除外）
第17条 第15条の規定にかかわらず、奈良市重度心身障害
者老人等医療費助成金交付要綱（平成17年奈良市告示第
503号）により医療費の助成を受けることができる者は、
後期高齢者事業による医療費の助成を受けることができ
ない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りで
ない。
（助成の範囲）
第18条 後期高齢者事業による医療費の助成は、後期高齢
者事業の対象者（第15条の規定に該当する者（前条の規
定により助成を受けることができないこととされた者を
除く。）をいう。以下この章において「対象者」という。
）の疾病又は負傷について高齢者医療確保法その他の法
令の規定により医療に関する給付が行われた場合におけ
る医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担
した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相
当する助成金を対象者に支給して行うものとする。
⑴ 健康保険法第85条第２項に規定する食事療養標準負
担額及び同法第85条の２第２項に規定する生活療養標
準負担額に相当する額
⑵ 法令の規定による払戻額その他これに相当するもの
が支給されている場合は、その額に相当する額
⑶ 医療機関等（保険薬局を除く。）の診療報酬明細書
（訪問看護療養費明細書を含む。）又は高齢者医療確
保法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、
14日以上の入院に係る医療費については、1,000円
（受給資格の認定申請）
第19条 後期高齢者事業による医療費の助成を受けようと
する者は、奈良市後期高齢者精神障害者医療費受給資格
認定（更新）申請書（別記第８号様式。以下この章にお
いて「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市
長に申請しなければならない。
⑴ 高齢者医療確保法に基づく被保険者証
⑵ 精神障害者保健福祉手帳
⑶ 障害者総合支援法第54条第３項に基づく自立支援医
療受給者証（精神通院）の交付を受けた者にあっては、
当該受給者証

２ 市長は、前項の規定により添えなければならない書類
により証明すべき事実を公簿等によって確認することが
できるときは、当該書類を省略させることができる。
第20条 申請書を受理した市長は、これを審査し、前条第
１項の規定による申請をした者が対象者に該当すると認
めたときは、奈良市後期高齢者精神障害者医療費受給資
格認定通知書（別記第９号様式）を交付するものとし、
対象者に該当しないと認めるときはその理由を附し、奈
良市後期高齢者精神障害者医療費受給資格認定申請却下
通知書（別記第10号様式）を交付するものとする。
２ 市長は、前条の規定による申請書の提出がない場合に
おいても、対象者に該当すると認めるときは、前項の受
給資格認定通知書を交付することができるものとする。
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（受給資格の認定の更新申請）
第21条 後期高齢者事業の受給資格の認定期間は、受給資
格が認定された日から、精神障害者保健福祉手帳の有効
期限までとする。
２ 後期高齢者事業の受給資格認定を受けた者は、受給資
格認定の更新を受けようとするときは、前項に規定する
受給資格認定の有効期限までに、申請書に第19条第１項
各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならな
い。
３ 第19条第２項及び前条の規定は、前項の規定による受
給資格認定の更新申請があった場合について準用する。
（支給方法）
第22条 助成金の支給を受けようとする者は、交付請求書
に領収書その他の自己負担金を医療機関等で支払ったこ
とが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければ
ならない。
２ 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域
連合から市長に自己負担金その他助成金の額の算定に必
要な事項が送付されたときは、後期高齢者事業による助
成金の支給を受けようとする者から市長に前項の規定に
よる請求書の提出があったものとみなす。
（助成金の交付）
第23条 市長は、前条の規定による請求書の提出があった
場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは後期高
齢者事業による助成金を交付し、不適当と認めるときは
却下通知書により通知するものとする。
（届出）
第24条 受給の認定を受けた者は、氏名変更、住所変更、
加入医療保険変更、口座変更、資格喪失が生じたときは、
受給資格証に奈良市後期高齢者精神障害者医療費助成変
更届（別記第11号様式）を添えて速やかに市長に届け出
なければならない。
第４章 精神通院精神障害者医療費助成事業

（助成要件）
第25条 第２条第３号に掲げる事業（以下「精神通院事業
」という。）により医療費の助成を受けることができる
者は、次の各号のいずれにも該当する者（生活保護法又
は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律の適用を受けて医療が行われた者を除く。）で、か
つ、障害者総合支援法第58条（障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年
政令第10号）第１条の２第３号に規定する医療（以下「
精神通院医療」という。）に限る。）の規定により公費負
担された国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者
医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者又は
社会保険各法の規定による被扶養者のうち医療費を自己
負担したものとする。ただし、高齢者医療確保法の規定
による後期高齢者医療の被保険者及び70歳以上の前期高
齢者であって国民健康保険の被保険者又は社会保険各法
の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が

発生しなかった場合もこれに含むものとする。
⑴ 市内に住所を有する者（病院等に入院し、当該病院
等の所在する場所に住所を変更したことにより、本市
以外の市町村から当該病院等に入院をする際に本市に
住所を変更したと認められる者を除く。）
⑵ 社会保険各法の規定による被扶養者に対する助成に
ついては、その者の加入する社会保険等の被保険者の
前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に係
る医療費については、前々年の所得とする。以下同
じ。）が、その者の加入する社会保険等の被保険者の
扶養親族等の有無及び数に応じて、国民年金法等の一
部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
（昭和61年政令第54号）第52条により読み替えられた
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和
61年政令第53号）第１条の規定による改正前の国民年
金法施行令（昭和34年政令第184号。次項において「
旧国民年金法」という。）施行令第６条の４第３項に
規定する額を超えない者

２ 前項第２号に規定する所得の範囲及びその額の計算方
法は、旧国民年金法施行令第６条及び第６条の２の規定
の例による。
（住所地特例）
第26条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所
在する場所に住所を変更したと認められる者であって、
当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと
認められるもの（本市以外の市町村に所在する病院等に
入院した者に限る。）は、前条第１項第１号に規定する
本市内に住所を有する者とみなす。ただし、２以上の病
院等に継続して入院をしている者については、国民健康
保険法第116条の２第２項の例による。
（適用除外）
第27条 第25条の規定にかかわらず、次の各号のいずれか
に該当する者は、精神通院事業により医療費の助成を受
けることができない。
⑴ 奈良市子ども医療費の助成に関する条例により医療
費の助成を受けることができる者（外来療養に係る助
成を受けている者を除く。）
⑵ 奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例に
より医療費の助成を受けることができる者
⑶ 奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例により
医療費の助成を受けることができる者
⑷ 奈良市重度心身障害者老人等医療費助成金交付要綱
により医療費の助成を受けることができる者
⑸ 一般事業又は後期高齢者事業により医療費の助成を
受けることができる者
（助成の範囲）
第28条 精神通院事業による医療費の助成は、精神通院事
業の対象者（第25条の規定に該当する者（前条の規定に
より助成を受けることができないこととされた者を除く。
）をいう。以下この章において「対象者」という。）の
疾病について国民健康保険法、社会保険各法、高齢者医
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療確保法その他法令の規定により医療に関する給付が行
われた場合における医療費であって、障害者総合支援法
第58条の規定により公費負担された精神通院医療に係る
医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担し
た自己負担金の額から法令の規定による払戻額その他こ
れに相当するものが支給されている場合は、その額に相
当する額を控除した額に相当する額とする。ただし、対
象者が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の
被保険者及び70歳以上の前期高齢者であって国民健康保
険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費
を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合もこ
れに含むものとする。
（支給方法）
第29条 助成金の交付を受けようとする者は、奈良市精神
通院精神障害者医療費助成金交付申請書（別記第12号様
式。次条において「申請書」という。）に次に掲げる書
類及び領収書その他の自己負担金を医療機関等で支払っ
たことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなけ
ればならない。この場合において、対象者の保護者等が
本人に代わって医療費を負担したときは、受診月１月分
につき一度を限度として助成金の交付を申請できるもの
とする。
⑴ 社会保険各法の規定による被扶養者にあっては、第
25条第１項第２号に該当することを明らかにすること
ができる書類及び社会保険各法に基づく被保険者証、
組合員証又は加入者証の写し

⑵ 障害者総合支援法第54条第３項に基づく自立支援医
療受給者証（精神通院）の写し

⑶ 奈良県障害者自立支援医療費自己負担上限額管理票
の写し

２ 市長は、前項の規定により添えなければならない書類
により証明すべき事実を公簿等によって確認することが
できるときは、該当書類を省略させることができる。
（助成金の交付）
第30条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった
場合は、審査の上適当と認めるときは奈良市精神通院精
神障害者医療費助成金交付決定通知書（別記第13号様式
）により通知するとともに助成金を交付するものとし、
不適当と認めるときは奈良市精神通院精神障害者医療費
助成金交付申請却下通知書（別記第14号様式）により通
知するものとする。
第５章 雑則

（受給台帳の整備）
第31条 市長は、助成内容等について台帳を作成し、常に
記載内容について整理しておかなければならない。
（譲渡又は担保の禁止）
第32条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保
に供してはならない。
（助成金の返還）
第33条 偽りその他不正の手段によって助成金の支給を受
けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一

部を返還させることができる。
（損害賠償との調整）
第34条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を
受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部
若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額
に相当する金額を返還させることができる。
（報告）
第35条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認める
ときは、第２条各号に掲げる事業により医療費の助成を
受ける者に対し、必要な事項の報告を求めることができ
る。
（その他）
第36条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な
事項は市長が定める。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成27年８月１日から施行する。
（準備行為）
２ 第８条第１項及び第19条第１項の規定による申請並び
に第９条第１項の規定による交付は、この告示の施行の
日前においても行うことができる。
（経過措置）
３ この告示の規定は、この告示の施行の日以後に行われ
た医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行
われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の
例による。
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別記
第１号様式（第８条・第10条関係）
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第３号様式（第９条関係）
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第４号様式（第11条関係）
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第５号様式（第12条・第22条関係）
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第６号様式（第13条・第23条関係）
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第７号様式（第14条関係）
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第８号様式（第19条関係）
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第９号様式（第20条関係）
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第10号様式（第20条関係）
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第11号様式（第24条関係）
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第12号様式（第29条関係）
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第13号様式（第30条関係）
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第14号様式（第30条関係）
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（平成27年６月30日掲示済）

監 査
奈良市監査委員告示第10号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規
定により定期監査を実施したので、その結果を同条第９項
の規定により公表します。
平成27年６月26日

奈良市監査委員 中 村 勝三郎
同 中 本 勝
同 山 口 誠
同 松 石 聖 一

奈 監 第 22 号
平成27年６月26日

奈 良 市 長 仲 川 元 庸 様
奈 良 市 議 会 議 長 土 田 敏 朗 様
奈良市公平委員会委員長 宮 脇 紀 夫 様

奈良市監査委員 中 村 勝三郎
同 中 本 勝
同 山 口 誠
同 松 石 聖 一

定期監査の結果について
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規
定により定期監査を実施したので、その結果を同条第９項
の規定により報告します。
なお、今回の定期監査は、平成26年度の財務に関する事
務の執行について実施したので、監査対象を平成26年度の
組織名で表示しました。
１ 監査対象
総合政策部
秘 書 室 秘書課 広報広聴課

奈良ブランド推進課 危機管理課
総 務 部 人事課 法務ガバナンス課 管財課

保健所・教育総合センター管理課
財 務 部
税 務 室 納税課 滞納整理課（債権管理グル

ープを含む。）
保健福祉部 福祉政策課（指導監査グループを含

む。） 障がい福祉課
保健医療室 国保年金課 介護福祉課
子ども未来部 子ども政策課 子ども育成課（児童

館を含む。） 子育て相談課
保 健 所 保健総務課 保健・環境検査課

生活衛生課
観光経済部 商工労政課 農林課
公平委員会事務局

２ 監査期間
平成27年４月10日～同年６月25日

３ 監査方法

平成26年度の財務に関する事務の執行について、あら
かじめ求めた平成27年２月末日現在の資料に基づき、関
係職員からの事情聴取とともに、関係書類の通査、照合
等を行う方法で実施した。
４ 監査結果

監査した財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率
的に執行されているものと認められたが、一部において
改善を要する事例が見受けられたので、その措置を講じ
られたい。
なお、指摘事項について措置を講じた場合は、地方自
治法第199条第12項の規定に基づき、その旨を通知され
たい。
総合政策部
奈良ブランド推進課
大和茶、日本酒海外戦略事業企画運営業務委託契約
の予定価格調書が、契約締結先が提出した見積書の作
成日より後の日付で作成されていた。奈良市契約規則
第10条及び第18条の規定により、予定価格を定めた後、
見積書を徴するよう、適正な事務処理を行われたい。
危機管理課
奈良市防災行政無線設備保守点検業務委託について、
平成26年９月に実施した定期点検の作業報告書が提出
されていなかった。当該委託契約書では、受託者は、
定期点検業務及びその他保守業務を完了したときは、
速やかに報告書を委託者に提出することとなっている
ことから、当該委託契約書に基づき、作業報告書の提
出を受けられたい。
総務部
保健所・教育総合センター管理課
⑴ その他雑入の私用電話料金については、おおむね
３箇月に一度の調定となっていた。奈良市会計規則
第９条の規定に定めるとおり、歳入を収納した場合
は、その収納金を速やかに指定金融機関等に払い込
まれたい。
⑵ 施設修繕料で執行された７件について、見積書を
査閲したところ、徴していた４件のうち、３件は、
作成日付が記載されていなかった。当該３件のうち、
奈良市保健所・教育総合センター第２駐車場修理に
ついては、奈良市契約規則第18条の２第１項本文の
規定により、２人以上の者から見積書を徴する必要
があるのに、１人の者からの見積書徴取であった。
また、当該見積書に記載の金額と実際に支出した金
額とが異なっていた。見積書を正しく徴し、適正な
事務処理を行われたい。
⑶ 奈良市保健所・教育総合センター外構樹木維持管
理業務委託について、見積り合わせ調書に記載され
ている予定価格（消費税及び地方消費税を除く。）
の金額と予定価格調書に記載されている入札書比較
価格とが異なっていた。適正な契約事務を行われた
い。

財務部
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納税課
平成26年度現年度分の市税の分割納付について、納

付誓約時に「債務の承認及び納付誓約書」を徴してい
るが、分割納付の承認についての決裁手続が全てとら
れていなかった。分割納付を行う際には、奈良市行政
組織規則第71条の規定に則り、決裁手続をとられたい。

保健福祉部
福祉政策課（指導監査グループを含む。）
奈良市月ヶ瀬福祉センターのゲートボール場、談話

室、料理実習室及び会議室の使用料の減免については、
奈良市月ヶ瀬福祉センター条例施行規則第９条第１項
に規定する減免申請書の提出は受けているものの、同
条第２項に規定する減免決定通知書の交付が行われて
いなかった。同条の規定に定める手続に従い、使用料
の減免を行われたい。

保健所
保健・環境検査課
電波掛時計等を購入した納品書に貼付されているレ

シートの日付より後の日付けで支出負担行為伺書を起
票し、現品受領と検収を行い、決裁を受けている事例
があった。支出負担行為は、地方自治法第232条の３
に規定されているとおり、支出の原因となるべき契約
その他の行為であることから、当該契約日は、購入を
行った日であり、支出負担行為を行わず、契約を締結
したことになる。奈良市会計規則第24条第１項の規定
により、需用費の執行については、契約締結のときに
支出負担行為を整理するよう、適正な事務処理を行わ
れたい。
生活衛生課
生活衛生営業等指導用及び狂犬病予防対策用の領収

書並びに食品衛生等指導用の領収書については、領収
書綴の払出状況を記録した領収書交付簿は作成されて
いるが、領収書管理台帳は作成されていなかった。領
収書綴の受払状況を適正に管理するため、領収書管理
台帳を作成されたい。

観光経済部
商工労政課
⑴ 奈良市勤労者総合福祉センターの使用料の還付に
ついて、使用料還付申請書の還付申請の理由欄及び
使用取消届の理由欄を査閲したところ、人数が揃わ
なかった等、還付の要件に該当しないと思われる理
由が記載されたものが数多く見受けられた。奈良市
勤労者総合福祉センター条例第８条の規定では、既
納された使用料は原則的に還付しないこととされて
おり、使用者の責めに帰すことができない理由によ
り使用することができなくなったときその他市長が
やむを得ない理由があると認めたときに限り、既納
の使用料の全部又は一部の還付を認めている。同条
の規定に則り、当該理由欄の記載が還付の要件に該
当するか判断されたい。

⑵ 実査した郵便葉書と切手類受払簿とを照合したと

ころ、切手類受払簿に記録されている郵便葉書の残
高枚数より実査した郵便葉書の枚数の方が少なかっ
た。郵便切手や郵便葉書は、金銭等価物であるので、
適宜、管理を正確に行った上で、毎月、郵便葉書の
残枚数も確認し、所属長の決裁を受けられたい。

（平成27年６月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市監査委員告示第11号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。
平成27年６月29日

奈良市監査委員 中 村 勝三郎
同 中 本 勝
同 山 口 誠
同 松 石 聖 一

福祉医療課
監査結果公表日 平成26年６月23日

（奈良市監査委員告示第10号）
措置結果通知日 平成27年６月11日
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【監査の結果】 【措置の内容】

⑴ 後期高齢者医療特別会
計では、平成24年度出納
整理期間中に収入した保
険料を歳計剰余繰越金と
して平成25年度に繰り越
している。この出納整理
期間中の歳入について、
平成25年度６月以降（歳
計剰余金として繰り越し
た後）に過誤納が判明し
た場合、歳計剰余繰越金
を戻出し、被保険者に還
付していた。出納閉鎖後
は、地方自治法施行令第
165条の８の規定に則り、
歳出として還付されたい。
⑵ 後期高齢者医療保険料
納入通知書等の物品供給
契約には、当該通知書等
の印刷のほかに、当該通
知書等の封入封かん業務
が含まれ、外部の業者が
個人情報を取り扱うこと
になるが、当該契約書に
は、封入封かん業務及び
個人情報の取扱いについ
ての記載がなかった。業
務内容を明確にすること
とともに、奈良市個人情
報保護条例施行規則第３
条の規定に基づき、適正
な契約を行われたい。

⑴ 平成26年度から、前年
度の出納整理期間中に収
納した保険料について出
納閉鎖後に過誤納が判明
した場合、地方自治法施
行令第165条の８の規定
に則り、歳出として還付
することとしました。

⑵ 平成27年度から、後期
高齢者医療保険料納入通
知書等の印刷製本契約書
に封入封かん業務が含ま
れることを記載し、業務
内容を明確にしました。
また、奈良市個人情報保
護条例施行規則第３条の
規定に基づき、個人情報
の取扱いについての条項
を盛り込み、契約を締結
しました。



文化財課
監査結果公表日 平成26年12月26日

（奈良市監査委員告示第18号）
措置結果通知日 平成27年６月16日 （平成27年６月29日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第45号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成27年６月19日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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（金 曜 日）号外第１号 奈 良 市 公 報

【監査の結果】 【措置の内容】

文化財費の負担金補助及
び交付金のうち、奈良市文
化財保存事業費補助金交付
要綱に基づく、文化財の修
理等に関する補助金の補助
額について、補助対象経費
に補助率を乗じた金額の千
円未満を切り捨てた額を補
助金の交付決定金額として
いた。しかし、その根拠は、
同要綱には規定がない。同

平成27年度から、奈良市
文化財保存事業費補助金交
付要綱を改正し、補助金の
額に1,000円未満の端数が
生じたときは、その端数金
額を切り捨てる旨の規定を
設け、これに基づき補助金
の交付決定を行っている。

要綱に則り、適正な事務処
理を行われたい。

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

島田水道設備 島田 勉 奈良県橿原市五井町276－３ 平成27年６月18日

（平成27年６月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第46号
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の
規定に基づき、宿日直窓口収納業務を次のとおり委託した
ので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第
26条の４第１項の規定に基づき告示します。
平成27年６月23日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

宿日直窓口収納業務を委託する者
奈良市芝辻町四丁目６－２
南都ビルサービス株式会社
代表取締役 田畑 晴敏
（委託期間）平成27年６月１日～平成28年３月31日

（委託場所）奈良市法華寺町264番地１ 奈良市企業局
（平成27年６月23日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局管理規程第12号
奈良市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程
を次のように定める。
平成27年６月30日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する
規程

奈良市水道事業給水条例施行規程（昭和60年奈良市水道
局管理規程第３号）の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。

別表（第12条関係）
給 水 装 置 修 繕 費 算 出 表

⑴ 漏水

区分 労務費 材料費

円

パッキン取替 2,180 無料

給 水 栓 取 替 2,530 管理者が定める単価表による｡



附 則
（施行期日）
１ この規程は、平成27年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規程による改正後の奈良市水道事業給水条例施行
規程別表の規定は、この規程の施行の日以後における給
水装置の修繕申込みに係る費用について適用し、同日前
に修繕申込みがあったものについては、なお従前の例に
よる。

（平成27年６月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第47号
奈良市排水設備指定工事店の指定をしたので、奈良市排
水設備指定工事店等に関する規程（平成26年奈良市企業局
管理規程第４号）第10条の規定により、次のとおり公示し
ます。
平成27年６月30日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 指定年月日
平成27年６月30日
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奈 良 市 公 報 号外第１号
平成28年７月１日
（金 曜 日）

⑵ 破裂

区 分

労 務 費

材 料 費
継 手 工 管連絡工

普通土掘削工 コンクリート掘削工

掘削土量が
0.06㎥以下
のもの

掘削土量が
0.06㎥を超
えるもの

掘削土量が
0.06㎥以下
のもの

掘削土量が
0.06㎥を超
えるもの

鉛

管

類

口径 粍 円 円 円 円 円 円

管理者が定
める単価表
による。

13 3,040 2,530

1,150 2,900 1,340 3,28020 3,840 3,620

25 4,420 4,710

40 6,260 7,240
3,870 4,370

50 7,640 9,060

ビ
ニ
ル
管
類

13 670 2,530

1,150 2,900 1,340 3,28020
1,340

3,620

25 4,710

40 2,020 7,240
3,870 4,370

50 2,690 9,060

鋼

管

類

13

1,520

2,530

1,150 2,900 1,340 3,28020 3,620

25 4,710

40 7,240
3,870 4,370

50 1,760 9,060

２ 指定工事店

区域 受付番号 指定番号 店舗の所在地 会社名または商号 代表者または氏名

市外 1 第456号 御所市大字三室650番地１ 岩田設備工業 岩田 憲之

市外 2 第457号 北葛城郡王寺町明神４丁目21－１ 岡本配管 岡本 龍二

市内 3 第458号 奈良市疋田町２丁目４－17 カガワ住設 香川 道雄

市外 4 第459号 葛城市林道100－８ 株式会社 葛城工業 西元 竜也

市外 5 第460号 香芝市藤山２丁目1168－９ さくら設備 岡本 仁

市外 6 第461号 大和郡山市番条町595 三協設備株式会社 森本 慶

市外 7 第462号 香芝市真美ヶ丘七丁目２番18号 株式会社 城設備工業 城 和正

市外 8 第463号 北葛城郡広陵町南郷243 有限会社 シラキ設備 白記 秀好



（平成27年６月30日掲示済）

議 会
奈良市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成27年６月30日

奈良市議会議長
土 田 敏 朗

奈良市議会規則第１号
奈良市議会会議規則の一部を改正する規則

奈良市議会会議規則（昭和49年奈良市議会規則第１号）
の一部を次のように改正する。
第２条に次の１項を加える。
２ 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定め
て、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
第84条に次の１項を加える。
２ 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定め
て、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。
（平成27年６月30日掲示済）
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平成28年７月１日
（金 曜 日）号外第１号 奈 良 市 公 報

市内 9 第464号 奈良市四条大路三丁目４－10 村瀬設備工業所(奈良営業所) 村瀬 治男

市外 10 第465号 大和高田市北本町９－６ 森本設備機器株式会社 森本 真一


